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政治を動かす・未来を動かす

齋藤健法務大臣を囲んで。左から 斎藤義房（広報委員長）、齋藤和紀千葉県支部長、菊地
裕太郎理事長、菰田優幹事長、小川晃司（編集長＝聞き手）

就任おめでとうございます。就任から2か月が経ちました
が、法務大臣としての意気込みをお聞かせいただけますで
しょうか。
　法務行政については経験が浅く、勉強させていただい
ているところですが、ほかの省庁において経験を積んで
きた中での気付きもあります。一つには、法務行政は、
まさに国民一人一人の人生に影響を与えるものであると
感じています。本質的には日本社会がどうあるべきかが
問われている重要な仕事であり、時間が経つにつれてそ
の重みをますます実感しているところです。もう一つは、
どの行政分野でも意見の違いというものが存在しますが、
法務行政では特に、その違いは大きいと感じます。場合
によってはその意見の違いは根深いものがあり、その調
整をも担う立場として、重大な責任を負っていると感じ
ています。

法務大臣として、重点的に取り組んでいきたいとお考えに
なっている課題は何でしょうか？
　岸田総理大臣から私にご提示いただいた７つの課題は、
いずれも甲乙つけがたく重要なものではありますが、私
自身としてまず取り組みたい３つの課題があります。
　一つ目は、外国人との共生社会をいかに構築していく
かという問題です。出入国管理、特定技能・技能実習制
度の総合的検討、国内の外国人の方の人権など、日本社
会の在り方が問われていると言えます。どのように共生
社会の実現に向けた環境整備をしていくのか、課題は重
く大きいと受け止めています。
　二つ目は、社会の法的基盤の整備です。例えば旧統一

教会問題など、日本社会において困っている人たちにい
かに手を差し伸べられるか。総合法律支援の充実・強化
を含め、誰一人取り残さないための法的な基盤と、法律
的な支援をすることができる制度の整備を進めたいと思
います。
　三つ目は、法曹の敷居の高さをいかに解消していくか
という問題です。国民から信頼される法務行政を目指し
て、法務行政のデジタル化、IT化に取り組んでいますが、
司法へアクセスしやすくするという観点から、司法制度
のデジタル化、IT化を推進することによって、さらにそ
の敷居の高さを解消していければと考えています。

最後に弁護士や弁護士会へメッセージをお願いします。
　基本的人権の擁護や社会正義の実現は弁護士の方々の
重要な使命であり、この使命を全うすべく、皆様が日々
様々な活動に取り組んでおられること、とりわけ、様々
な困難を抱える方々の正当な権利や利益を守るため最善
を尽くされていることに対し、敬意を抱いています。
　困っている人々にしっかり手を差し伸べて、社会的課
題を解決していくという点において、我々法務行政に携
わる者と弁護士の方々とで、目指すところは一緒だと思
います。共に手を携え、協力していければと考えており
ます。

困っている人に、
しっかり手を差し伸べる

インタビュー 齋藤健法務大臣に聞く

法務大臣室にて
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「こども基本法」「こども家庭庁設置法」成立の意義

【 栁 】　2022年 ６ 月 に「 こ
ども基本法」・「こども家
庭庁設置法」が成立し、
2023年 ４ 月から施行され
ま す。 日 弁 連 も、2021年
９ 月に、「子どもの権利基
本 法 の 制 定 を 求 め る 提
言」を公表しています。
このような国内の動きに
ついて、まず、国連・子
どもの権利委員会の委員
長をされている大谷さんから、どのように受け止めて
いるかについてお話しいただけますか。

【大谷】　ご承知のとおり、日本は、「子どもの権利条
約」を1９９４年に批准しています。「子どもの権利条約」
４ 条にはこの条約で保障されている権利を実現するた
めに国がなすべきこととして、立法措置、行政措置、
その他のあらゆる措置をとるということが書いてある
のですが、日本は、特に立法措置というのはとらなかっ
た。その背景としては、次のような考え方があったよ
うに思います。基本的には、既にある法律でこの条約
が保障している権利は保障されているから、必要ない
というもの。一方で、条約は、批准すれば、そのまま
で国内法になるので新たに国内法を作る必要はないと
いうものです。
　その後、日本は国連の子どもの権利委員会の審査を、
1９９６年、200４年、2010年、201９年の ４ 回にわたって受
けていますが、当初は、委員会は、それほど明確に「こ
ども基本法」を作りなさいと言っていたわけではあり
ません。何回か審査を経ていくうちに、日本は、様々
な法律で条約を実施するようには一応なってはいる
が、結局のところ、子どもの権利条約の考え方を総合
的に包括的に国内に受け入れるような法律がないとい
う問題点が徐々に明らかになってきたのです。そのた
め、2010年、201９年の審査では、包括的な法律がない
ことを懸念するという言い方になってきます。実施の

体制についても同じです。各省がそれぞれの権限の中
で子どもに関する政策を実施していますが、結局それ
がばらばら。また、国と自治体との関係でもばらばら
なので、そこを総合的に調整するところが必要ですね
ということが繰り返し言われるようになります。今回、
国レベルの子どもコミッショナー（オンブズパーソン
と言うこともある）という話は残ってしまいましたが、
条約の基本的な理念や原則を包括的に国内に受け入れ
るための基本法と、子ども政策の調整権限を担ったこ
ども家庭庁ができたことは評価できると思います。
　子どもの権利委員会が、日本も含めて各国に対して
言ってきたのは、どこかの省が子どもに関する政策を
全部やるというのは無理なので、一つの省庁をつくっ
て子どものことを全部やるというのではなく、各省が
担っている子どもに関する政策を総合的に調整する権
限を持ち、子ども政策がどのように実施されているか
を監視し、データ収集をする機関を設けてほしいとい
うことです。そういう機関が日本にはこれまでなかっ
たわけですから、それが新たにできたことに対して期
待が持てます。ただ、今回の立法に対して、満足のい
かないところがあるとか、今後の在り方について懸念
も示されています。私自身は、完璧なものができるま
ではつくらないというよりは、一歩ずつでも前進して
いくことが重要だと思っています。いったんできたも
のの運用を見守り、評価し、必要な場合にはそれを改
良していくという、そういうサイクルが始まる基礎に
なるという意味で大きな一歩だと思っています。

【栁】　日頃から子どもに直接関わっている中島さんか
ら、団体の活動を簡単にご説明していただいた上で、
子どもたちの間での反応がどうかという点についてお
話しいただけますか。

【中島】　私が代表を務めるフリー・ザ・チルドレンは、
もともと1９９5年に、当時12歳のカナダ人の少年によっ
て設立されたユニークな団体で、会の目的は、子ども
を貧困や搾取から解放するというその団体名が団体の
ミッションにもなっています。私は、小学校 ６ 年生ぐ
らいの男の子たちが世界の児童労働の問題や、教育を
受けられないなど、虐げられた状況にありながら声を

こども基本法・こども家庭庁設置法施行
―残された課題

司会　栁 優香　日弁連子どもの権利委員会人権救済小委員会委員長
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上げられない子どもたちの問題を、同じ子どもとして、
同世代として何とかしたい、子どもの問題であれば、
子ども自身が関わって解決されるべきではないかと、
そういった信念を持って団体を設立したということ
に、非常に驚き、感銘を受けました。そこで、この団
体の理念をぜひ日本の子どもたちに紹介したいという
想いから、1９９９年に日本支部を立ち上げました。10年ぐ
らい前から、日本でも子ども自身が社会問題に対して
自主的に取り組むなど積極的に活動している事例が多
く聞かれるようになってきました。子ども自身には力
があって、子どもの声を聞こう、子ども参画というの
が大切なんだという考え方が広がってきたと思います。
　今回この「こども基本法」の成立を受けて、子ども
自身どう思っているのか、調査やヒアリングをしてみ
ました。すると、多くの子どもが法整備の流れを非常
に歓迎しており、すごくうれしい、これからの日本社
会に期待したい、いじめられたり、つらいときに、い
ろんなところに相談できる、そういう窓口ができるん
じゃないか、子どもの立場からも、困っている子ども
たちの問題に関わっていきたいので、子どもが主体的
に参加できる仕組みづくりも始まりそうで非常に期待
したい、という言葉が多くありました。また、約 2 年
前に聞いた子どもたちの声では、「子どもの権利」があ
るということを知っている子どもは非常に少ないこと
がわかりました。そして、子どもの権利条約の内容を
知った子どもからは、「子どものときにこそ知るべき
だ」、「『子どもの権利条約』に書かれていることで勇気
づけられた」という声が多くあって、高校 3 年生から
は、今ごろ聞くより、もっと早く聞きたかったという
声があったりしました。

【栁】　吉永さんは、日本で最初に、兵庫県川西市で、
子どもの人権オンブズパーソンという制度ができたと
きに、事務局として制度設計や運営に関わっておられ、
現在も大阪府泉南市で子どもの権利条例委員会の会長
をされているとお伺いしています。こうした、現場で
のご経験から、今回の法律施行がどのような影響を与
えそうかなどについてお話しいただけますか。

【吉永】　私は1９77年から
17年ほど中学校の現場に
いて、生徒指導という校
務分掌を担当していまし
た。生徒指導というのは
子どもらを管理して学校
規律を守らせようとする
働きに陥りがちですが、
結局行き着いたことは、
子どもの話を聴くしかな
いということです。大人
が力ずくで規律を与えることはできません。子どもと
一緒になって学校をつくることの意味に気づかされま
した。大人にとって都合のいい学校や子どもではなく
て、子どもにとって望ましい学校、フレンドリーな社
会、子どもの育ちを豊かに支援することのできる学校
や社会、それを子ども参加でどうつくるかということ
です。実際、1９80年代に学校が荒れに荒れた時期、私
の勤務校では生徒を力づくで管理しようとする生徒指
導ではなく、子どもらの生徒会活動を支援することを
通して、子どもの意見と参加で学校を建て直す取り組
みをしました。そして学校は秩序を回復していきまし
た。そういう1９80年代の学校現場での体験がもとになっ

て、その後1９９４年、ちょうど子どもの権利条約が批准
された年に私は教育委員会事務局に入り、子どもオン
ブズパーソン制度をつくることを提案しました。創設
まで 5 年かかりましたが、それが日本で最初の制度と
なったわけです。
　そうした経験から見れば、今回成立したこども基本
法制の意義は、三つほどあるかと思います。
　一つは、基本法の 3 条 3 項には、子どもの意見表明
と参加がかなり明確に書かれていて、同条 ４ 項には、
それに基づいて子どもの最善の利益を目指していくん
だとなっている。子どもの権利条約の一般原則を基本
理念に位置づけたものですが、この子どもの意見と参
加で子どもの最善の利益を目指すというアプローチの
有効性、その積極的な意義は、先ほど申し上げたよう
に私は学校の教員として実際に体験して実感してきま
した。そうした私自身の経験からも、基本法の 3 条を
積極的に評価したいと思います。
　二つは、やはり子どもは地域社会の中で育つわけで
す。ということは、その地域に応じた施策が必要なわ
けです。それは大人だけでなく、子どもも参加して一
緒につくらないと実効あるものになりません。この法
の10条は、地方自治体がこれまで策定してきた子ども
に関わる計画を基本理念に則って一本化できると読め
ますが、さらに11条では、それに当たっては子どもの
意見の反映が必要だとしています。この10条、11条の
積極的な主旨は、既に６0ほどの自治体で制定されてき
た子どもの権利条例とそれに基づく子ども施策に通じ
るもので、先進的な自治体の取り組みを国の法の中に
位置付けたものと読み取れます。
　三つは、学校教育に関係してです。学校教育に対し
てこども基本法制はどこまで有効なのか。今回の立法
により、学校をよりよく開いていくということを、切
に期待したい。1９９４年の条約発効直前に出された文部
事務次官通知は、「日本では既に子どもの権利は保障さ
れており、特段の立法は要らない」といった主旨のも
のでした。今回、こども基本法に基づいて、この事務
次官通知を見直す必要があります。そのような真摯な
姿勢と試みが具体化されていくならば、学校教育の新
たな展開も、期待できるのではないでしょうか。

子どもの権利保障の実情と課題

【栁】　中島さんは、子どもたちと日頃接している中で、
子どもの権利保障について、特に課題と感じているこ
とはどんなことでしょうか。

【中島】　いじめや自殺といった件数が若年層の中では
一向に減らないこと。 2 年前は、過去最多の500件近い
子どもたちの自死がありました。その背景にあるのは、
近代特有の孤独になりやすさが見え隠れしています。
ＳＮＳでつながっているけれども、対面では安心して
誰かに相談できるという人間関係が、育みにくいとい
う声も、私たちの活動の中で聞かれています。今の子
どもたちは、生まれたときからインターネットが身近
にある「デジタルネイティブ」ですが、ＳＮＳ上での
トラブルも多くあります。ひと昔前であれば、学校の
人間関係が大変だとしても、家では心が休まるという
生活環境だったと思います。しかし、現在では、ＳＮ
Ｓやインターネットの発展によって、家に帰ってもＳ
ＮＳを気にしなければいけない。常に人間関係が緊張
状態にあります。いろいろなところに子どもたちが相
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談できる場をつくらない
といけないなと感じてい
ます。
　また、子ども自身が「子
どもの権利」を知らない
というのも、ずっと活動
してきてからの課題なの
ですが、それが少しずつ
今後の新しい「こども家
庭庁」や「こども基本法」
で変わっていくんじゃな
いかという期待はありつつも、現状では、「子どもの権
利」というのを学校ではなかなか教わらない。教わっ
たとしても、これは開発途上国の貧しい地域の子ども
の問題で、日本の子どもたちは権利が守られているの
であまり関係がないと学校で教わったという声を耳に
しています。「子どもの権利」を自分ごととして捉えら
れていないという現状はまだあると思います。これを
本当に変えていかないといけない。子ども自身に、「子
どもの権利」は日本のあなたたちが持っているもので、
あなた自身の「子どもの権利」というのは守られてい
るかどうか、守っていくためにはどうしたらいいのか
というのを子ども自身にも考えてもらうことが大切で
す。そして、大人も子どもを一人の人間として尊重す
るように、そういう大人の側への教育や啓発も大切で
あると感じています。

【栁】　確かに子どもたちの間ではＳＮＳが広まってい
て、国でも、ＳＮＳを活用した相談も取り入れていき
たいという話も出ています。一方で、直接子どもたち
と顔の見える関係でどういうふうにつながっていくの
かというのは大きな課題かなと感じているところで
す。吉永さんは、子どもたちの現状についてどんなこ
とを感じていらっしゃいますか。

【吉永】　子どもが「子どもの権利」を自分ごととして
捉えきれないというのは、現状として確かにあると思
います。その点では私が体験した1９80年代の学校現場
の状況とあまり大きくは変わっていないようにも思え
ます。その背景として三つほど私は感じています。
　一つは、大人たちの中には、子どもの問題をパター
ナリスティックな観点から捉えてしまう傾向があると
いうこと。問題が起これば専ら大人が子どもに「解決」
をあてがう、そうして子どもを「保護してやる」「守っ
てやる」というように、大人は子どもに対して一方的
な関係に立ちがちですが、そこには保護してやるから
言うことをきけというのが付いてきます。そういうパ
ターナリズムの枠組みの中で、子どもの人権や権利を
受け止めてしまっている現状が大人たちの中にはかな
り広くあるのではないか。
　二つは、子どもの問題に対して、専門家が必要だと
いうことで様々に動員されるわけですが、果たして子
どもの権利条約の、とりわけ第12条の子どもの意見表
明と参加の権利、そこから第 3 条の子どもの最善の利
益を目指すという、条約の原則をきちんと踏まえた専
門家というのはどれぐらいいるのかというと、なかな
か課題があるように感じられます。
　三つには、それらの結果とも言えますが、いじめの
問題や子ども同士のトラブルなどで子どもが自死に至
るという、いわゆる「重大事態」とみなされるような
事案をよくよく見ていくと、必ずしも子ども同士の関
係だけで自死に至っているとばかりいえない。むしろ、

当事者の子どもがＳＯＳを発しているにも関わらず、
大人が受け止めていないことによって不幸な事態に
至ってしまう。私自身かかわった事例でも、子どもの
権利条約を知った子どもが、自分の窮状を訴えること
は正当な権利なんだと気づいて、一生懸命訴えていっ
たけれど、学校であれ教育委員会であれ大人たちの社
会は、正当な子どもの権利として受け止めてくれない。
失望と孤独、絶望感、もはやこの社会は自分が生きる
に値しない、おそらくはそんな思いから自死に至る。
私たち大人がつくってきた社会が、子どもと子どもの
権利にどう向き合おうとするのか。改めて今、非常に
重大な課題として浮かび上がっていると感じます。

【栁】　われわれ弁護士も非行とか、虐待とか、子ども
が当事者の事件を受けることもあれば、家事事件など
で子どもが関わる事件を担当しますが、「子どもの権利
条約」を常に意識しながらやれているかというと、日
頃の業務を振り返る必要があるかなと感じました。大
谷さんは日本における子どもの権利保障の現状につい
てどう感じておられますか。

国会議員の役割の重大性と子どもの利益
影響評価の仕組みづくり

【大谷】　私からは、現在、国際的に「子どもの権利」
について議論されていることを踏まえて、日本の現状
について、今後どういうことが求められるかという観
点から三点お話ししたいと思います。子どもの権利条
約の ４ 条は非常に重要な条文で、立法措置というのが
最初に出てきます。法律は公務員が行う行政措置の基
本になるものですし、いろんな政策に対して予算をつ
けるためにも、法律があるということがすごく重要な
わけです。では、その予算を決める権限を誰が持って
いるかというと、国会です。
　今申し上げたい一点目は、実は、議員の役割が非常
に重要だということです。国連が作った条約で、子ど
もの権利委員会のような仕組みを持っている条約とい
うのはほかにも幾つかありますが、そのうちの一つで
ある女性差別撤廃条約の監視機関である女性差別撤廃
委員会は、かなり前から、議会の役割ということに非
常に注目しています。締約国の審査のときにも、必ず、
議会に対する勧告を入れていますし、また、列国議会
同盟という、世界の議会からなる国際的な団体がある
のですが、そことの連携を強めています。国連の子ど
もの権利委員会は、国会、議会の役割が非常に重要と
いう観点から、2021年に、委員会の中にこの列国議会
同盟との連携を強めるための委員を任命しました。
2022年には共同声明を採択し、2023年の 2 月には、議
会・議員の役割についてのイベントを列国議会同盟と
共同で行いました。今回、この記事を読まれる議員の
方たち、また、議員に対しいろんな働き掛けをする弁
護士、ＮＧＯの方たちにも、議員にしっかりとこの「子
どもの権利条約」を理解してもらい、議員が持ってい
る役割を発揮してもらうことの重要さを認識してもら
うことに力を入れていく必要があると思っています。
　それから、二点目に、子どもの権利条約の一般的原
則の一つに、 3 条の子どもの最善の利益原則というの
があります。この 3 条というのは、子どもに関する法
律やいろんな仕組みをつくったり、意思決定をしたり、
そういうときに必ず関わってくる条文になります。子
どもに関するあらゆる法律・政策・決定において、子



5
benseiren  news　No.71　2023年4月

どもの「最善の利益」を
優 先 し な け れ ば な ら な
い。これを本当に組織的
に系統立ってやるために
は、「子どもの利益影響評
価」という考え方を定着
させていくことが必要で
す。例えば、環境問題と
か、直接には子どもその
ものの問題とあまりこれ
まで思われてこなかった
分野において、それがどういうふうに子どもに影響を
与えるかということを必ず評価した上で、法律の策定
や政策決定などに反映させていくということが国際的
に求められています。「子どもの利益影響評価」という
仕組みは、やり方も専門的なことですから、それがで
きる人を育て、日常的にやっていく仕組みをつくって
いく必要があります。
　最後が子ども参加です。今、国際的には、よくMeaningful 
Participationという表現が使われています。これは、
単に形だけ、子どもの意見を聞いたよで終わるのでは
なくて、本当の意味で子どもたちの意見を政策に反映
させたり、子どもが言ったことが反映されない場合に
は、子どもたちの意見は十分聞いたけど、結果として
こうなったということを子どもたちに対して、しっか
りとフィードバックしなくてはいけない。それから、
子どもに意見を聞こうと思うと、その準備も必要です。
そもそも何について意見を聞こうとしているのかとい
うことを、子どもにわかりやすい言葉で、まず、そこ
をきちんと伝えないと、それこそ形だけ聞いたことに
なりますから、子どもに対する情報の提供の仕方も整
えていく必要がある。そうしたことを、これからこど
も家庭庁が中心になって、私たち市民社会も専門家も
一緒になってやっていかなければならない。さらには
法律や政策を作ったり、決定のときだけでなく、でき
た後、その実施がどうなされているか、そうした評価
にも子どもにも参加してもらう必要がある。「こども基
本法」、「こども家庭庁」は、今は動きだしのところで
すから、その実施の監視・評価にどう子どもを参加さ
せられるかということを、私たちがこれから本気になっ
てやらなければならないと思っています。

子ども参加の実践例

【栁】　子どもの意見、子ども参加という話が出てきま
したが、中島さんは、普段、子どもから声を聞くとき
に工夫していることがありますでしょうか。また、子
どもの意見が政策に反映されたとか、何か子どもの声
で動いたことがあったらご紹介いただけますでしょう
か。

【中島】　私たちの団体が12歳の子どもによって設立さ
れたという事実をすごく丁寧に子どもたちに伝えるよ
うにしています。そのことを伝えると、子ども自身が、
じゃあ、私も何かやってみようとつながっていくとい
うのを目の当たりにしています。私たちは学校に呼ば
れて、世界の貧困問題や国内の問題について話します。
そのときに、問題解決のためには、大人だけではなく、
子どもの協力が不可欠であることを伝えます。そして、
子ども自身には変化を起こす力があること、君たちは
チェンジメーカーで、一人一人には、ギフトがあり、

それはつまり才能だったり、好きなことだったり、得
意なことを持っているので、その各々のギフトを使っ
て、社会問題に取り組むことで、変化を起こすことが
できると伝えています。同時に、人はそれぞれ違いが
あるから、その違いを用いて好きなように楽しみなが
ら活動するといいよ、と伝え、実際に自分のギフトを
使ったソーシャルアクションの起こし方のワーク
ショップをしたりするんです。既に声をあげている子
どもたちの事例を紹介するようにしています。例えば、
議員さんに働き掛けて、法律作りに関わっている子ど
もの事例を紹介し、変化を起こしている子どもたちが
どのようにアクションを起こしたのかをわかりやすく
伝える教材を開発しました。学校でも使っていただけ
るように、無料でダウンロードできるようにしていま
すので、よろしければご覧ください。

（ https://ftcj. org/we-movement/weactioncampaigns ）
　子どもたちが、自分で取り組みたいことや地域のこ
とや学校の規則を変えたいなどがあれば実践できるよ
うなワークシートも用意しています。小学校 ６ 年生の
坂口くり果さんが、「『子どもの権利条約』のことをもっ
と知らせたい、親にも知らせたいし、子どもにも知ら
せたいから、母子健康手帳に載せてほしい」と世田谷
区長に提案して、それが実現した事例を教材で紹介し
ました。教材のワークシートでは、「声の上げ方を知ろ
う」とか、「区長とか、市長とか、知事とか、国会議員
とかに連絡してやってみよう」と自主的に活動するノ
ウハウも併せて紹介していて、「取り組む事例は何か
な、あなたが気になることは何だろう」と問いかけな
がら、書き込めるような仕組みになっています。実際
に、このワークシートを活用して、野田聖子議員に、「こ
ども基本法」を作ってくださいと連絡したという事例
も生まれています。また、さいたま市の中学生たちが、
自分たちの学校で「子どもの権利条約」のことを学ば
ないので、まず、子どもたちがどのぐらい権利につい
て知っているのか調査しようというところから始め
て、学校の先生に許可を得て、中学校の全校生徒に聞
いたという例もあります。調査の結果、 3 割ぐらいの
生徒しか知らなかったので、それはすごく問題だと感
じて、さいたま市の教育長に、議員さんの力を借りな
がら面会をすることができて、「さいたま市の中学校の
生徒手帳に子どもの権利条約を載せてください。特に
12条で意見を表明する権利とか参加する権利があるん
だということを伝えたいから、生徒手帳に載せてほし
い」と、2022年の 3 月に要望したところ、2023年の ４
月から、さいたま市の公立の中学校の生徒手帳には「子
どもの権利条約」が載ることになったのです。すると、
この話をもっと聞きたいという声が他からも聞こえ、
今活動が広がっています。
　子どもたちは同世代から影響を受けて、自分たちに
も権利があること、変化を起こす力があることを実感
しているようです。子どもが声をあげられるような教
材の開発やワークショップの他、子どもの周りにいる
おとなが子どもの声を聴くときのコツや大切な姿勢を
伝えるファシリテーター育成講座の実施に力を入れて
います。

【栁】　先ほど、吉永さんのお話の中でも、子どもの話
を聴くことが一番大事だという話がありましたが、子
どもから話を聴くことについて感じている課題などに
ついて教えてください。

【吉永】　中島さんがおっしゃった積極的な状況が生ま
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れてきていることは大きな希望です。とともに一方で
は、子どもが声を上げてもなかなか受け止めてもらえ
ない、その現実がやはりあるわけですね。それで、四
つほど指摘したいと思います。
　一つは、私が川西市で子どもオンブズパーソンの制
度化を検討し始めた当時、さまざまな方々と出会って
話す中で非常に感じたのは、多くの大人たちがいじめ
問題などを専ら「厄介な子どもの問題」という次元で
捉えがちで、「問題(の子ども)にどう対処するか」とい
う課題設定になっていたということです。しかし、子
どもの権利条約に基づけば、そのような課題設定には
なりません。必要なのは「子どもの最善の利益をどう
実現するか」という課題設定です。この転換が大人や
社会の中で進まなければ、子どもが声を上げてもなか
なか受け止められないということになるわけです。
　二つは、それは別な言い方をすると、個人モデルで
はなくて、社会モデルアプローチをとるということで
す。問題の所在や原因を子どもや教員、親など個々人
の責任や自覚の問題に還元させてしまうのが個人モデ
ルですが、そのモデルだと、子どもが育つ社会や環境
として、学校をはじめ公共の制度や仕組みそのものは、
結局のところ「何も変わらなくてよろしい」というこ
とになります。けれども、子どもが訴えているのは、
誰か個人の責任を追及するよりも以上に、子ども自身
が置かれている、子どもにとっての社会や環境をより
良く変えてほしいというものです。そして、そこに子
ども自身も参加したい、ということです。つまり、子
どもとのパートナーシップを通して、社会の仕組みを
よりよく変えていくことが必要です。実際、川西市の
子どもオンブズパーソン事務局で私が出会った子ども
たちの多くは、社会モデルアプローチに参加する中で
エンパワーしていきます。問題の打開や解決の主体と
しての自己を回復していく中で、自分が社会に存在す
ることのポジティブな意味に気づきはじめる、自分も
社会をつくる一員なんだと自己肯定感を回復していく
わけです。
　三つには、そのためにこそ、オンブズパーソンある
いはコミッショナーが必要です。強調しておきたいの
は、これは単なる相談機関ではなく、子どもの権利に
かかわるモニタリング、制度改善提言、個別救済、教
育啓発等、４ つの機能を担うもので、子どもの擁護者、
代弁者、公的良心の喚起者として、子どもの最善の利
益のほかには関心を持たない、と定義づけられるもの
です。あくまで子どもの最善の利益のために、必要な
独立性と、調査や勧告等の法的権限を有するところの
公的第三者機関です。子どもを代弁して、子どもと一
緒に社会の仕組みをより良くしていく、そういうパー
トナーシップに根差す機関です。これを子ども自身が
利用できないと意味がありませんから、子どもの暮ら
しと育ちに最も近い自治体の仕組みとして、そのため
にも、専ら子どもの最善の利益を第一に追求する国の
制度として、その両方で必要です。そうして先ほど申
しました四つの機能は、地方と国とで役割分担がなさ
れ、より実効性を高めることができるでしょう。
　最後に四つとして、それだけにやはり、地方自治の
機能と役割が益々重要になっているということです。
国連児童基金は、”Child Friendly Cities”つまり「子
どもにやさしいまち」の建設を世界に呼びかけていま
す。「子どもにやさしいまちはすべての人にやさしいま
ち」だからです。このまちづくりには「 ９ つの建築ブロッ

ク」が必要だとされています。そこにオンブズパーソ
ンも、子ども参加と子どものための法律や予算等とと
もに位置づけられていて、地方自治に不可欠な制度だ
ということです。このような子どもの権利を基盤とし
た地方自治の推進と、それを積極的に支援する国の法
制度の充実が、こども基本法制の成立によって、今後
さらに求められるといえます。

こどもコミッショナー制度の必要性と重要性

【栁】　今も話に出ました
が、日弁連では、子ども
の総合調整機関と基本法
のほかに、国レベルでの
コミッショナー制度をつ
くるべきだということを
言ってきました。
　今回は、これが見送ら
れているわけですが、一
方で、日本の場合は、す
でに４0以上の自治体で子
どもの相談・救済機関が設置されていて活動をしてい
る状況にあります。

　日弁連では、2023年 2 月
に明石書店から「子どもコ
ミッショナーはなぜ必要
か～子どものSOSに応える
人権機関」という書籍を発
刊し、その中で、自治体の
子ども相談・救済機関の具
体的な活動事例を個別救
済、制度改善、広報・啓発
等に分類し、グッド・プラ
クティス集としてまとめ
て紹介しております。
　例えば、個別救済事例

として、兵庫県川西市の子どもの人権オンブズパーソ
ンが、中学生の保護者から、子どもが部活で先輩から
いじめを受けており、学校に行けなくなっている、先
輩からの謝罪を求めたいという内容の相談を受けた事
例では、子どもから話を聞くと、先輩の話題について
いけず部内で浮いているようで辛い気持ちになってい
たこと、部活に復帰して仲良くなりたいが、謝罪とな
ると却って気まずくなりそうで不安であること、その
ことを保護者に言えずに悩んでいることがわかり、子
どもの気持ちの寄り添いながら、学校と調整し、顧問
と子どもの話し合いの場にオンブズが立ち会い、子ど
もが自分の気持ちを伝えることをサポートし、部活に
復帰できた事例が紹介されています。また、東京都世
田谷区では、子どもの人権擁護機関「せたホッと」が、
クラブチームでの暴言・暴力について相談を受け、ク
ラブチームにアンケート調査、ヒアリング調査等を行
い、指導者に調査結果を説明したところ、指導者側か
ら今後の改善策を記載した書面が提示され、それが選
手と保護者に説明されて納得を得た事例が紹介されて
います。
　他に、制度改善事例として、愛知県豊田市の子ども
の権利擁護委員「こことよ」が、保護者から放課後児
童クラブでの指導について相談をうけたことをきっか
けに、市内全クラブを対象とした調査を行った結果、
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子どもに対する不適切指導等が明らかとなり、市長に
対し、クラブの指導員に対する研修機会の保障などの
制度改善を要請した事例等が紹介されています。
　この子どもオンブズパーソン制度がもたらす利益を
制度のない自治体の子どもにも享受させるためには、
国レベルのコミッショナー制度が必要です。この制度
創設が今回見送られた点は、今後の重要課題の一つで
す。
　わが国には現在いわゆるパリ原則に基づく国内人権
機関がない中で、国が子どもコミッショナーを設ける
意義について、大谷さんはどのように考えますか。

【大谷】　私個人としては、 3 本柱、基本法と相互調整機
関の設置と、独立した監視機関としての子どもコミッ
ショナーの三つがセットで実現してほしいなと思ってい
ました。そういう意味では、コミッショナーを設置する
ということは大きな残された課題だと思っています。
　今回、コミッショナーができなかった背景として、
私の理解では二つあるかなと思っています。一つは、
結局これってパリ原則に基づく国内人権機関の子ども
版だよねと。国内人権機関が今まで日本にできていな
い理由はいろいろあるんですけど、それに対する反対
論とか慎重論と同じものが、子どもコミッショナーに
ついても言われたのかなと思っています。もう一つは、
「こども家庭庁」ができたから、それでいいんじゃな
いのといった理解の仕方をされたのではないかと。
　しかし、独立した監視機関である子どもコミッショ
ナーは、子ども家庭庁とは別のものです。国内人権機
関はできるべきなのですが、それがまずできてという
余裕はなくて、まず、子どもにつくるべきです。
　実は、子どもの権利委員会は、コミッショナーをつ
くれと言うときに、もちろんパリ原則にも触れていま
すけれども、「独立の監視機関」という言葉使いをして
います。救済機関なのか相談機関なのか、代弁機関な
のか、誰かに対して物を言う機関なのか、いろんな捉
え方があると思いますが、私が強調したいのは監視機
関であるということです。国連が、国内人権機関が必
要、すべての国で作ってくださいと言ってきた背景に

は、立法機関の役割は重要、行政機関の役割は重要、
司法機関の役割は重要、だけれども、人権、それも条
約上の権利の実現という観点から、条約のこともしっ
かり理解し、それを国内で実施するために、通常の立
法・行政・司法とは別に、人権の観点から独立して提
言や救済ができる、そういう機関が必要だということ
がわかってきたからなのです。裁判所に救済してもら
えと言われても、みんな弁護士を探して、弁護士にお
金を払って何年もかけて裁判をするっていうのでは、
救済は非常に遠い話になってしまいます。そこでもっ
と迅速にアクセスしやすい、しかも人権についての専
門的な知識を持った、そういう救済機関がデザインさ
れるべきだというのが国内人権機関の考え方です。
　ところで、議員は国政選挙で選ばれた主権者なんで
すけど、有権者の代表ですから子どもは入ってません。
行政は法律を実施し、議会から監視されますが、法律
の策定、議会を通じての監視に、有権者でない子ども
は直接には関わることができません。裁判所は、子ど
もでも裁判を起こすことは可能だけど、多くの国で親
権者の同意が必要だったり、手続的な権利がなかった
りしてアクセスに困難があります。だからこそ、子ど
もの権利委員会は、子どものために特化した子どもコ
ミッショナーが必要だと言ってきたわけです。国際的
な基準での条約の実施のために国際的な監視機関であ
る子どもの権利委員会から必要だと言われた勧告を、
国内で本当に実現するためには、国内に監視機関が必
要なのです。それは、子ども救済という側面もありま
すし、投票権限がない子どもたちの声、裁判所へのア
クセスが遠い子どもたちの声を代弁するという機能も
持っています。国際的な監視機関とつなぐ役割もすご
く大きい。それをぜひつくって実施をしていってもら
いたい。それが残された課題のうちでも一番喫緊で大
きなことかなと思っています。

【栁】　あっという間に時間が過ぎました。まだまだ、
お話を聞きたいところです。本日は有益なお話、本当
にありがとうございました。
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オンラインによる全国支部懇談会開催

函館支部設立報告

2023年 2 月28日、函館国際ホテルにおいて、弁政連函館支部の設立総会・設立披露パーティーが開催されました。
設立総会では、設立趣意書・函館支部規約・活動方針の案が滞りなく承認され、窪田良弘支部長以下、役員等

の選任がなされました。窪田良弘支部長からは、「函館弁護士会は規模は大きくないが、これまで積極的に様々な
活動を展開してきた。ようやく弁政連支部が設立されたので、弁政連としての活動も頑張っていきたい。」との力
強い挨拶がありました。また、来賓として参加した菊地裕太郎弁政連理事長からは、「函館は自分にとって高校時
代を過ごした第二の故郷。今般、この地で支部が設立されたことは殊の外うれしく思う。最近は、全国各地の支
部で工夫を凝らした活動が展開されている。今後の函館支部の活動に大いに期待したい。」との発言がありました。

また、設立披露パーティーでは、逢坂誠二衆議院議員からのビデオメッセージが紹介されたほか、出席した多
数の北海道議会議員・函館市議会議員から、祝辞が寄せられました。

現時点で、既に多くの函館弁護士会会員の方々が弁政連に加入しておりますので、今後の弁政連函館支部の発
展に期待したいと思います。

これで、全国における弁政連未設置地域は富山と秋田の 2 つになりました。組織強化委員長としては、引き続
き未設置地域解消に向けて協力をしていきたいと考えております。　　　　　　　（組織強化委員長　笠井 直人）

2023年 1 月19日午後 5 時30分より、弁政連全国支部懇談会が開催され、コロナ禍が収束に至っていないことか
らオンラインで実施した。弁政連理事長・幹事長、一部支部長などが会場で出席したほか、会場出席を含め32の
支部から支部長・事務局長などが出席した。

理事長挨拶の後、幹事長から（ 1 ）各ブロックでの役員懇談会での課題等について報告した。2022年度は、各
地で弁連大会が実施されたため、役員懇談会も概ねリアルで実施でき多くの情報が得られたため、これを全国の
支部で共有することを目的として各地での課題等を報告するものである。具体的には、①国会議員・地方議員、
首長との交流、②会員拡大の取り組み、③弁護士会との連携、④議員、首長推薦、⑤支部未設置地域、⑥その他
に分けて報告があった。また兵庫県支部からは、本年度の活動報告書の提出があった。支部未設置地域について
は、函館支部の設置が年度内の 2 月に予定されているとの報告があり、残るは秋田と富山となる見込みとなった。

次に笠井組織強化委員長から（ 2 ）組織強化の取組をテーマに報告があった。前年度から取り組んだ会員増加
キャンペーンは一定の成果を上げた一方、東京での加入率を上げる必要性と取組の予定について紹介があり、会
員増強への決意が伺えた。

最後の( 3 )意見交換では、大阪支部や福岡県支部での地方議員や地方出身議員との交流の紹介があったほか、
地方議員を含む議員の推薦の在り方等について意見交換があった。

短い時間であったが、それぞれの支部の活動に参考となる情報の交換ができ有益であった。来年度は懇親会を
含めて実施することが期待される。 （前幹事長　菰田　優）

2023年 2 月28日、函館国際ホテルにおいて、弁政連函館支部の設立総会・設立披露パーティーが開催されました。
設立総会では、設立趣意書・函館支部規約・活動方針の案が滞りなく承認され、窪田良弘支部長以下、役員等

の選任がなされました。窪田良弘支部長からは、「函館弁護士会は規模は大きくないが、これまで積極的に様々な
活動を展開してきた。ようやく弁政連支部が設立されたので、弁政連としての活動も頑張っていきたい。」との力
強い挨拶がありました。また、来賓として参加した菊地裕太郎弁政連理事長からは、「函館は自分にとって高校時
代を過ごした第二の故郷。今般、この地で支部が設立されたことは殊の外うれしく思う。最近は、全国各地の支
部で工夫を凝らした活動が展開されている。今後の函館支部の活動に大いに期待したい。」との発言がありました。

また、設立披露パーティーでは、逢坂誠二衆議院議員からのビデオメッセージが紹介されたほか、出席した多
数の北海道議会議員・函館市議会議員から、祝辞が寄せられました。

現時点で、既に多くの函館
弁護士会会員の方々が弁政連
に加入しておりますので、今
後の弁政連函館支部の発展に
期待したいと思います。

これで、全国における弁政
連の支部未設置地域は富山と
秋田になりました。組織強化委
員長としては、引き続き未設置
地域解消に向けて協力をして
いきたいと考えております。
（組織強化委員長　笠井  直人）



9
benseiren  news　No.71　2023年4月

松田 純一
（東京弁護士会）
民事司法改革／再審法改正
／国際交流／外国弁護士

弁政連にご協力頂き、
日弁連の政策課題の実
現を目指します。

菰田　優
（第一東京弁護士会）
財務／国選弁護／マネロン
対策／業際・非弁問題

日弁連の政策課題の実
現のため、弁政連と連
携して取り組みます。

小川 恵司
（第二東京弁護士会）
民事裁判IT化／修習／法曹養
成制度／総合法律支援本部

日弁連の政策課題の実
現に弁政連とともに取
り組みます。

戸田 綾美
（第二東京弁護士会）
人権擁護／国内人権機関／
Ｄ＆Ｉ／研修／国際人権

弁政連と連携協力して、
日弁連の諸課題の解決
に取り組みます。

齋藤　裕
（新潟県弁護士会）
情報問題／弁護士情報セキュ
リティ／知的財産/個人通報

弁政連と協力し、日弁
連の政策課題実現のた
めに努めてまいります。

大多和 暁
（静岡県弁護士会）
人権大会／憲法問題／災
害復興／民暴／業務妨害

日弁連の諸課題の前進
のために、弁政連と連
携して活動します。

三木 秀夫
（大阪弁護士会）
死刑廃止・刑罰制度改革／ADR
センター／弁護士費用保険

弁政連と連携して日弁
連のミッション実現に
努めてまいります。

大脇 美保
（京都弁護士会）
貧困問題／公害・環境／両
性の平等/犯罪被害者支援

弁政連とともに被害者
の声が政策に反映され
るよう取り組みます。

小川　淳
（愛知県弁護士会）
修習費用問題／男女共同参
画／法律サービス展開本部

弁政連と連携して日弁
連の政策課題が実現さ
れるよう頑張ります。

伊東 満彦
（仙台弁護士会）
家事法制／弁護士業務改
革／中小企業法律支援

弁政連とともに、日弁
連の政策課題の実現に
尽力します。

中村 元弥
（旭川弁護士会）
弁護士任官／刑事弁護／取調
べの可視化／取調べ立会い

籠池 信宏
（香川県弁護士会）
司法制度／民事裁判／法教育／
公設事務所法律相談センター

弁政連と連携して、人
権擁護と社会正義の実
現に取り組みます。

末永 久大
（山口県弁護士会）
刑事法制／子どもの権利
／高齢者・障害者権利

弁政連のご協力を頂き
できるだけ多くの政策
課題に取り組みます。

宇加治 恭子
（福岡県弁護士会）
法科大学院センター／若手弁
護士サポート／編集／広報

諸課題の解決のため
に、弁政連と連携して
取り組みます。

辻　泰弘
（佐賀県弁護士会）
弁護士会照会／消費者問
題／霊感商法被害救済

日弁連の政策課題の実
現に向け、弁政連とと
もに頑張ります。

2023年度 日本弁護士連合会副会長
氏名（所属弁護士会）／主な担当事項／抱負

刑事弁護に関する諸課
題を弁政連と連携しな
がら前進させます。
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法律・医療の専門知から立法府を支える政治家
～友納 理緒 参議院議員との懇談会～

熊谷 俊人 千葉県知事との意見交換会          千葉県支部 支部長　齋藤 和紀

本部・支部人事（ ）内は前任者 定期総会のご案内

2023年 1 月16日、友納 理緒 参議院議員（自由民主党・比例代表、第二東京弁護士会会員・修習64期）との懇談
会が参議院議員会館にてオンライン併用のハイブリッド形式で開催されました。友納議員は、弁護士、保健師そし
て看護師としてのキャリアに加え、国会議員政策担当秘書を経て、昨年参議院議員に当選されました。当日は、菊
地裕太郎 理事長、三宅弘 副理事長（企画委員長）、菰田優 幹事長をはじめ、日弁連 小林元治 会長、友納議員の
早稲田大学法科大学院時代の同窓生を含め幅広く計21名の参加がありました。

友納議員は、国会を活性化させる観点から現状維持で満足せず、常にバランス感覚をお持ちで、与野党を超えて
日本の政治をよりよくする意欲に満ちていました。友納議員は厚生労働分野における知見が深く、訪問看護におけ
る課題や新型コロナワクチン注射の担い手の法的位置付け、2022年障害者総合支援法改正の際のエピソードを法的
に整理してお話いただきました。また、議員が取り組みたい課題を法律・制度に結びつける際に、弁護士との協働
によってより政策実現が可能との提起もありました。

会場からは、法律解釈だけでなく、社会現場をよく知る専門家としての弁護士を立法過程において活用してもらえ
ればとの声が上が
りました。弁政連
で定期的に弁護士
が議員と交流を深
め、政策と法律的
視点を組み合わせ
ていく仕組み作り
ができればと考え
ます。（企画委員
会副委員長　久道 
瑛未）

2022年12月21日、熊谷 俊人 千葉県知事と弁政連千葉県支部との意見交換会を開催し、弁護士会からは 篠崎 純 
会長をはじめ ５ 名、当支部からは12名、総勢17名が出席しました。

知事から、保育園政策の紹介、自然保育の制度設計について紹介、県の転入増加率、児童養護政策の取組み、男
女共同参画条例の取組み紹介、産業用地整備・成田空港開発の必要性、文化政策について人的資源の不足の問題点
など、県政の幅広い分野のご説明をいただきました。

当支部からは、弁護士会の取組みとして、①スクールロイヤーの現状と課題、②学校への出張事業制度の概要、
③被措置児童虐待、意見表明支援
など児童虐待関連について説明を
行いました。

知事からは、児童福祉や教育分野
の人材確保の重要性、職員のキャリ
アパスや人材育成プログラムの課
題、弁護士会による条例制定の関わ
りについて、議会を含めた幅広い活
動の必要性について指摘されました。

2018年 3 月に日弁連事務総長就任のため任期
途中で退任し、2021年 6 月に再度幹事長に就任
いたしましたが、本年 3月末日をもって退任い
たしました。 4月からは日弁連副会長として、
弁政連と手を携えて日弁連の政策課題の実現の
ために尽力する所存です。これまでお世話に
なった方々に深く感謝いたしますと同時に今後
ともどうぞよろしくお願いいたします。

幹事長退任にあたって  菰田 優
菰田幹事長の後任として 4月 1日から幹事

長に就任した齋藤和紀（41期・千葉県）です。
201９年度に副会長として、菊地理事長、菰田幹
事長とご一緒しました。菊地理事長を支え、全
国の会員の皆様と力を合わせ、日弁連と国会議
員等の政治家との懸け橋となり、日弁連の政策
実現のために尽力したいと思います。よろしく
お願いします。

幹事長就任にあたって  齋藤 和紀

2023年 4 月 1 日付　常務理事　伊井 和彦（松田 純一）
　　　　　　　　　　　　　　菅沼 友子（戸田 綾美）
函館支部（新設）　2023年 2 月28日付

支 部 長　窪田 良弘　　　　監　　事　野﨑 　渉
副支部長　堀田 剛史　　　　事務局長　田中 綾太郎
大分県支部　 3 月10日付

支 部 長　清水 立茂（渡辺 耕太）
札幌支部　 4 月 1 日付

支 部 長　八木 宏樹（中村 　隆）
事務局長　津田 秀太郎（見野 彰信）

　日本弁護士政治連盟の定期総会を下記のとおり開催し
ますので、ご案内します。

記　
1 　日時　2023年 5 月15日（月）午後 4 時30分
2 　会場　弁護士会館 2 階　講堂「クレオ」
3 　議題　（ 1 ）2022年度活動報告の件
　　　　　（ 2 ）2023年度2024年度理事及び監事選任の件
　　　　　（ 3 ）2023年度事業活動方針に関する件
　　　　　（ 4 ）一定の事由に基づく理事の選任を理事会
　　　　　　　に委任する件
　　　　　（ 5 ）その他


